
議　題 概　要 結　果

議
決
事
項

一般会費免除申請の件 任期付公務員就任を理由とする免除申請 免除を認めないことを賛成多数で可決承認

国選弁護人候補者の推薦停止の件（1件目） 国選弁護の事務の運営を妨げたことによる、
2年の国選弁護人候補者の推薦停止処分 賛成多数で可決承認

国選弁護人候補者の推薦停止の件（2件目） 国選弁護の事務の運営を妨げたことによる、
3か月の国選弁護人候補者の推薦停止処分 賛成多数で可決承認

日本弁護士連合会代議員補欠選任の件 会則第98条第2項に基づく日本弁護士連合会代議員補欠選任 賛成多数で可決承認

入会審査及び指定法付記請求 入会審査15件、指定法付記請求0件、第77期司法修習修了予定者308名 日弁連に対する名簿登録請求進達について1名を不可とし、
その他の全てについて進達を可とする旨を賛成多数で可決承認

諮
問
事
項

資格承認及び指定法 資格承認申請0件、特定外国法指定申請1件 指定相当を是とする旨を賛成多数で答申

懲戒委員会嘱託弁護士の選任（再任2名）の件 左記嘱託弁護士2名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

綱紀委員会嘱託弁護士の選任（再任2名）の件 左記嘱託弁護士2名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

調査室嘱託弁護士（会規等に関する調査担当）の選任（再任1名）の件 左記嘱託弁護士1名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（非弁護士取締委員会担当）の選任（再任1名）の件 左記嘱託弁護士1名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（弁護士業務センター担当）の選任（再任1名）の件 左記嘱託弁護士1名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（仲裁センター運営委員会担当）の選任（再任1名）の件 左記嘱託弁護士1名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会担当）の選任（再任2名）の件 左記嘱託弁護士2名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（災害対策担当）の選任（再任1名）の件 左記嘱託弁護士1名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（研修センター担当）の選任（再任1名）の件 左記嘱託弁護士1名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（人権擁護委員会担当）の選任（再任2名）の件 左記嘱託弁護士2名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（法律相談に関する事項及びリーガル・アクセス・センター相談（LAC相談）に関する事項担当）の選任（再任2名）の件 左記嘱託弁護士2名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

業務支援室嘱託弁護士（情報保護の基本要領に関する事項担当）の選任（再任1名）の件 左記嘱託弁護士1名の選任 選任を是とする旨を賛成多数で答申

報
告
事
項

株式会社NSDとのコンサルティング契約（IT業務支援）の件（2025年2月分） コンサルティング契約の報告

日本国際紛争解決センター（JIDRC）の清算手続に伴う臨時社員総会の件 左記臨時社員総会開催の報告

日弁連からの意見照会「日本弁護士連合会会長選挙規程等の改正について（照会）」への対応の件 左記意見照会の報告

社外役員候補者名簿のメーリングリストの活用に関する協定書更新の件 左記協定書更新の報告

第二東京弁護士会司法修習費用問題対策本部設置要綱一部改正の件 左記設置要綱の改正

第77期一斉登録の申請状況の件 東京三弁護士会における第77期司法修習修了予定者一斉登録申請状況の報告

2024年度幹事選任の件 決定した幹事人選の報告

弁護士推薦委員会報告の件　 推薦結果の報告

会員異動の件（登録取消及び登録換え含む。1/31現在、12/31現在の訂正）
1/31現在　6,996名（正会員6,568名、外国特別会員221名、法人会員201名、外国法人特別会員6名） 
登録取消3件、登録換え退会10件 
1月に報告した会員異動の資料における誤記の訂正
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冒頭、日下部真治会長から、2月7日に当会の
会長選挙が実施され次年度の理事者が決まったこ
との報告があった。また、日弁連の会務報告とし
て、再審法改正について法制審に諮問がされると
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報告
の報道が出ているが、日弁連としては議員立法を
引き続き求める方針であること、選択的夫婦別姓
について、2月6日に日弁連主催のシンポジウム
を議員会館で開催するなど選択的夫婦別姓の実現
に向けた取り組みを進めていることが報告され
た。
一般議決事項として、国選弁護報告書を提出し
ない会員に対し、2年間推薦を停止するとの議題
が上程された。池田副会長及び説明員から、同会
員が過去に２回国選弁護報告書の未提出を理由に
推薦停止されていることから、今回長期の推薦停

止の議題上程となった旨説明があり、特段の異論
なく議決が行われた。
同じく一般議決事項として、入会申請の議題の

上程があり、入会小委員会の横田委員長から小委
員会での審議について説明があった。そのうち東
京弁護士会からの登録換えの申請がされている件
については、小委員会の審議では、当該申請者が
非弁行為をしている可能性が高く、日弁連への登
録換え請求の進達不可という意見であった旨説明
があり、常議員会の議決でも同様の意見が出て、
進達不可という結論で議決が行われた。

また、報告事項として、日弁連から、日弁連の
会長選挙規程等の改正提案について照会があり、
会として賛成の回答を行った旨報告があった。こ
の改正提案は、投票期間の見直し、立候補届出期
間の見直し、納付金制度の見直し、候補者以外の
電子メールを用いた選挙運動の解禁等を内容とす
るもので、いずれも重要な提案と思われるので紹
介しておきたい。�
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